
６水推第 1433 号－３ 

令和７年２月１３日 

水産政策審議会 

  会長 佐々木 貴文  殿 

農林水産大臣 江藤 拓 

水産資源保護法第 23 条第１項の規定に基づく令和７年度の溯河魚類のうちさ

け及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実

施すべき人工ふ化放流に関する計画について（諮問第 467号） 

 このことについて、別紙案のとおり定めたいので、水産資源保護法（昭和 26 年法律第

313号）第 23条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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   （別紙）

さけ からふとます さくらます 合計

斜里川 11,600 11,600

徳志別川 11,100 1,700 12,800

天塩川 5,000 5,000

石狩川 30,000 100 30,100

尻別川 1,200 1,200

伊茶仁川 8,000 8,000

西別川 25,000 25,000

釧路川 9,100 9,100

十勝川 15,300 15,300

静内川 6,400 6,400

遊楽部川 7,500 7,500

合計 129,000 1,700 1,300 132,000

令和７年度の溯河魚類のうち、さけ及びますの個体群の維持のために、国立研究開
発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画(案）

放流水系
放流数（千尾）
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国立研究開発法人水産研究・教育機構が行うさけ及びますの 

個体群の維持のための人工ふ化放流について 

○ さけ・ます資源の保護培養のためには、民間による資源増大を目的とするさけ及

びますの人工ふ化放流とともに、多様な遺伝形質のさけ及びますの放流により気候変

動リスクを回避すること、地域特性に見合った幼稚魚の放流により回帰の確実性を高

めること等を目的とする遺伝的多様性を維持するためのふ化放流や、資源状況を把握

するためのふ化放流が必要であり、これらのふ化放流を農林水産大臣が定める計画に

従って、水産研究・教育機構が実施することとされている。 

○ 当該ふ化放流は、地域固有の個体群の特性が維持されている主な河川において行

われており、漁業の対象となりにくい早期及び後期の回帰群を含めてふ化放流を行う

など、自然産卵に極力近い再生産が行われるように配慮されている。また、全ての放

流魚に耳石温度標識をつけ、放流サイズ毎、放流時期毎の回帰状況などが調査されて

いる。  

（参考） 

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）抜粋 

 （機構が実施すべき人工ふ化放流） 

第二十三条 農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のため

に国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」という。）が実施すべき人工ふ化

放流に関する計画を定めなければならない。 

２ 前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数を

定めなければならない。 

３ 農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴か

なければならない。 

４ 農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

機構に通知しなければならない。 

５ 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施

しなければならない。 
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令和７年度に水産研究・教育機構が行う 

さけ・ますふ化放流に関する計画（案）について 

１ 経緯 

（１）近年のサケ回帰率の低下及び水産研究・教育機構

（以下、「機構」という。）のふ化放流施設の老朽化を

踏まえ、機構が行うさけ・ますふ化放流のあり方に

ついて検討会で議論。

（２）令和２年３月に公表されたとりまとめにおいて、

環境変動に強い稚魚作りのためのサケ増殖技術の改善

を行うとともに、当面は現状の施設と放流体制を維持

した上で、施設の整理・統合や放流魚種の見直し等の

事業の効率化を検討することとされた。

（３）放流魚種の見直しの一環として、カラフトマス・ベニ 

ザケ・サクラマスの放流体制について検討を行った。 

２ 令和７年度の放流計画の見直し内容（案） 

サクラマスの放流体制については、以下の見直しについて

現場の了解が得られた。 

（１）サクラマスについては、

近年北海道全体の漁獲量が増加傾向にある中で、

漁獲量が減少傾向にある日本海区における放流を継続

（６河川→２河川）。

（２）これにより、サケの資源回復に向けた技術開発に

集中。
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なお、カラフトマス・ベニザケの放流体制については、令

和５年度の放流計画から見直しを行ったところ。 

（参考）カラフトマスについては、稚魚の生育環境に適した低温の河川水

の利用が可能なふ化場で継続（３河川→１河川）。 

ベニザケについては、漁業資源への寄与がほとんど認められてい 

ないため、ふ化放流を中止。 
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（参考）

さけ からふとます さくらます 合計

斜里川 11,600 (11,600) 0  (600) 11,600 (12,200)

徳志別川 11,100 (11,100) 1,700 (1,700) 0  (500) 12,800 (13,300)

天塩川  5,000  (5,000) 5,000  (5,000)

石狩川 30,000 (30,000) 100  (100) 30,100 (30,100)

尻別川 1,200(1,200) 1,200  (1,200)

伊茶仁川 8,000  (8,000) 0  (100) 8,000 (8,100)

標津川 0  (200) 0  　(200)

西別川 25,000 (25,000) 25,000 (25,000)

釧路川 9,100  (9,100) 9,100  (9,100)

十勝川 15,300 (15,300) 15,300 (15,300)

静内川 6,400  (6,400) 6,400  (6,400)

遊楽部川 7,500  (7,500) 7,500  (7,500)

合計 129,000 (129,000) 1,700 1,300(2,700) 132,000(133,400)

令和７年度の溯河魚類のうち、さけ及びますの個体群の維持のために、国立研究開発
法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画(案）

放流水系
放流数（千尾）

注　（　　　）は前年度計画数。

9



天
塩
／
天
塩
川
（
日
本
海
）

サ
ケ
：
5
,0
0
0

十
勝
／
十
勝
川
（
襟
裳
以
東
）

サ
ケ
：
1
5
,3
0
0

虹
別
／
西
別
川
（
根
室
海
峡
）

サ
ケ
：
2
5
,0
0
0

斜
里
／
斜
里
川
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
）

サ
ケ
：
1
1
,6
0
0

伊
茶
仁
／
伊
茶
仁
川
（
根
室
海
峡
）

サ
ケ
：
8
,0
0
0

尻
別
／
尻
別
川

サ
ク
ラ
マ
ス
：
1
,2
0
0 八
雲
／
遊
楽
部
川
（
襟
裳
以
西
）

サ
ケ
：
7
,5
0
0

静
内
／
静
内
川
（
襟
裳
以
西
）

サ
ケ
：
6
,4
0
0

千
歳
／
石
狩
川
（
日
本
海
）

サ
ケ
：
3
0
,0
0
0

サ
ク
ラ
マ
ス
：
1
0
0

徳
志
別
／
徳
志
別
川
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
）

サ
ケ
：
1
1
,1
0
0

カ
ラ
フ
ト
マ
ス
：
1
,7
0
0 鶴

居
／
釧
路
川
（
襟
裳
以
東
）

サ
ケ
：
9
,1
0
0

令
和
７
年
度
に
お
け
る
水
産
研
究
・
教
育
機
構
の

さ
け
ま
す
事
業
所
の
魚
種
別
・
目
的
別
ふ
化
放
流
計
画
数

赤
字
：
系
群
保
全
目
的
：
系
群
の
遺
伝
的
特
性
の
保
存

青
字
：
試
験
研
究
目
的
：
ふ
化
放
流
手
法
の
改
善

（
単
位
：
千
尾
）
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令
和

６
年

度
　

全
国

さ
け

・
ま

す
人

工
ふ

化
放

流
計

画

幼
　
稚
　
魚
　
放
　
流
　
予
　
定
　
数
　
（
千
尾
）

北
海
道

22
9

(2
27
)

12
1

(1
21
)

98
5,
25
0

(9
85
,2
50
)

12
5,
40
0

(1
25
,4
00
)

5,
20
9

(5
,0
59
)

1,
11
5,
85
9

(1
,1
15
,7
09
)

（
太
平
洋
）

10
0

(1
00
)

68
(6
8)

55
1,
80
0

(5
51
,8
00
)

28
,5
00

(2
8,
50
0)

40
0

(4
00
)

58
0,
70
0

(5
80
,7
00
)

（
日
本
海
）

12
9

(1
27
)

53
(5
3)

43
3,
45
0

(4
33
,4
50
)

96
,9
00

(9
6,
90
0)

4,
80
9

(4
,6
59
)

53
5,
15
9

(5
35
,0
09
)

青
　
森

12
(1
1)

10
(1
0)

50
,0
00

(5
0,
00
0)

54
0

(5
66
)

50
,5
40

(5
0,
56
6)

（
太
平
洋
）

10
(9
)

8
(8
)

40
,9
19

(4
0,
91
9)

36
3

(4
10
)

41
,2
82

(4
1,
32
9)

（
日
本
海
）

2
(2
)

2
(2
)

9,
08
1

(9
,0
81
)

17
7

(1
56
)

9,
25
8

(9
,2
37
)

岩
　
手

26
(2
6)

27
(2
8)

75
,9
08

(7
6,
04
0)

1,
05
9

(1
,0
40
)

76
,9
67

(7
7,
08
0)

宮
　
城

11
(1
0)

15
(1
4)

28
,5
75

(3
0,
52
5)

28
,5
75

(3
0,
52
5)

福
　
島

6
(9
)

7
(7
)

6,
00
0

(6
,2
03
)

6,
00
0

(6
,2
03
)

茨
　
城

3
(3
)

3
(3
)

1,
56
9

(1
,6
45
)

1,
56
9

(1
,6
45
)

秋
　
田

6
(7
)

8
(9
)

20
,0
00

(2
0,
00
0)

20
1

(2
67
)

20
,2
01

(2
0,
26
7)

山
　
形

8
(8
)

17
(1
7)

31
,5
74

(3
1,
60
0)

60
0

(6
00
)

32
,1
74

(3
2,
20
0)

新
　
潟

17
(1
7)

20
(2
1)

27
,8
22

(3
0,
28
2)

2,
08
4

(1
,6
89
)

29
,9
06

(3
1,
97
1)

富
　
山

7
(7
)

8
(7
)

10
,1
64

(1
1,
28
2)

1,
23
1

(1
,1
86
)

11
,3
95

(1
2,
46
8)

石
　
川

1
(1
)

1
(1
)

3,
50
0

(3
,5
00
)

3,
50
0

(3
,5
00
)

全
国
計

32
5

(3
24
)

23
7

(2
38
)

1,
24
0,
36
2

(1
,2
46
,3
27
)

12
5,
40
0

(1
25
,4
00
)

10
,9
24

(1
0,
40
7)

1,
37
6,
68
6

(1
,3
82
,1
34
)

（
太
平
洋
）

15
5

(1
55
)

12
8

(1
28
)

70
4,
77
1

(7
07
,1
32
)

28
,5
00

(2
8,
50
0)

1,
82
2

(1
,8
50
)

73
5,
09
3

(7
37
,4
82
)

（
日
本
海
）

17
0

(1
69
)

10
9

(1
10
)

53
5,
59
1

(5
39
,1
95
)

96
,9
00

(9
6,
90
0)

9,
10
2

(8
,5
57
)

64
1,
59
3

(6
44
,6
52
)

注 １
．
（
　
　
　
）
は
前
年
度
計
画
数
。

２
．
放
流
水
系
に
は
海
中
飼
育
等
を
行
う
沿
岸
域
を
含
む
。
放
流
水
系
の
全
国
計
は
、
２
県
に
重
複
す
る
河
川
が
あ
る
た
め
、
県
別
水
系
の
合
計
と
一
致
し
な
い
。

３
．
表
中
の
数
値
は
水
産
研
究
・
教
育
機
構
の
放
流
計
画
の
数
と
道
県
に
お
け
る
放
流
計
画
の
数
の
計
。

４
．
サ
ク
ラ
マ
ス
は
小
数
点
の
関
係
で
各
県
小
計
と
全
国
合
計
値
が
一
致
し
な
い
。

道
県
名

放
流
水
系
数

放
流
施
設
数

全
 魚

 種
 合

 計
サ
ケ

カ
ラ
フ
ト
マ
ス

サ
ク
ラ
マ
ス
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